
令和 5 年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 徳島県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 多様性を認め合い、つながりを実感する人権教育の推進 

○調査研究のテーマを設定した目的 

当校は徳島県西部のつるぎ町にあり、豊かな自然に囲まれた全校生徒 68 名の小規模校

である。生徒は礼儀正しく、清掃活動やボランティア活動にも積極的に取り組むことが

でき、落ち着いた生活態度で学校生活を送っているが、中には、コロナ禍の影響を含む

様々な要因により不登校傾向の生徒もいる。 

また、これまで人権学習に取り組んできた結果、生徒の人権意識は確実に高まってき

ているものの、人権問題を自分自身の問題と捉えきれていないため、日常の身の回りに

ある問題に気付けず、自分や周りの人の人権を大切にできない場面も見られる。そこで、

当校では、一人一人が多様性を認め合い、尊重し合えるような取組を進めてきた。 

当校は、令和４年度に徳島県教育委員会「多様性を認め合う人権教育推進協力校事業」

の研究指定を受け、「同和問題」「外国人」等、喫緊の人権課題の解決に向けた取組の充実

を図ってきた。令和５年度はその研究をさらに推進し、未来の社会を生きる生徒が自他

を認め合い、周りの人とつながり、生活していく中で、多様性の大切さを認められる態度

を養いたい。 

また、つるぎ町は安全・安心な暮らしやすい町づくりを推進している中、過疎化が大き

な課題となっている。生産年齢人口は全国平均を下回り、老年人口は全国平均を大きく

上回っている超高齢社会の地域である。このような危機的な状況に対応するため、今後、

外国人労働者の受け入れと、それに伴う、多様な人と共存していく社会への転換が予想

される。外国に行かなくてもグローバルな社会は身近なものとなり、次代を担う子ども

たちは、多様な人々と一緒に生活していく機会が増えることとなる。SDGs(持続可能な

開発目標)が掲げている 17 の国際目標は、世界全体の目標であると同時に、つるぎ町に

住む生徒自身の目標でもある。その中に含まれる人権課題を自分自身と結び付けて考え

させることにより自尊感情を高め、多様性を認め合い、周りの人とつながり、生活してい

ける社会を築き上げる力を養いたい。 

さらに、同和問題は多くの人々の努力によって解決に向けて進んでいるものの、未だ

インターネット上には差別的な書き込みが後を絶たず、以前よりも差別が見えにくいも

のになっている。将来、もしくはすでにインターネット上で出合っているかも知れない

同和問題に対し、正しく判断し行動できるようにするためには、同和問題に対する正し

い知識と、校区に被差別地域があるなしに関わらず誰にとっても自分自身の問題である

という認識をもち、問題解決に向けて取り組んでいくことは、自分や自分の大切な人の



幸せな生き方につながることを理解させる必要があると考えている。そのためには、

SDGs などの視点から自分自身と周りの人の違いを認め、大切にできる知識を身に付け、

学んだことを行動に結び付けることができる実践的な人権教育を推進していきたい。 

そして、人権問題を自分の問題として考え、あらゆる差別をなくし、SDGs の前文にあ

る「誰一人取り残さない」「すべての人々の人権を実現する」社会をつくっていくために、

自分にできることを考え、行動できる生徒を育成していきたいと考え、本研究テーマを

設定した。 

○調査研究の概要 

①体験的な学習を重視した人権学習の研究 

様々な人権問題に関する講演会やワークショップを開き、差別をなくしていこう と

する意欲を高め、行動に結び付けることができる実践的な人権教育を推進する。 

②SDGs の視点からの人権学習の推進 

多様性を認め合い、自分の周りの人たちとつながり、自分の大切さとともに他の人の

大切さを認める態度を養う。 

③人権が尊重される環境づくり 

地域や学校など様々な場所や場面で人権に配慮した環境づくりに努める。 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

つるぎ町立貞光中学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

５学級（うち特別支援学級：２学級） 

○児童生徒数（R.6.2.28） 

全生徒数：68 名 

○URL 

https://school.e-tokushima.or.jp/jh_sadamitsu/ 

○指定理由 

 つるぎ町では、家庭や地域に「つるぎ町人権条例」を周知し、町民と一体となった人

権教育・啓発を推進している。特に子どもたちに対して、人権擁護委員等と協力しなが

ら紙芝居など様々な啓発活動を行うなど、町と学校、地域が連携し人権教育・啓発に取

り組んでいる。 

 貞光中学校は、令和４年度県教育委員会「多様性を認め合う人権教育推進協力校事

業」の指定を受け、多様性を認め合い、つながりを実感できる人権教育の推進・充実に

向けて研究に取り組んできている。これまで小規模校の特性を生かし、多様な講師を招

聘した学習や様々な体験活動など学習形態を工夫して、学校教育全体を通じて人権教育

を推進している。生活アンケートの結果からも、生徒の人権意識の高揚が窺える。 

 しかし、アンケートでは生徒の自尊感情が低い結果も出ており、加えて、地域の過疎

化の問題は生徒の将来にも大きく関わっているため、SDGs の視点を取り入れた人権教

育の推進こそが最重要な課題であると考えている。また、同和問題に関しては、被差別

地域のあるなしに関わらず、同和問題のない学校は存在しないという認識に立つととも

に、将来、またはすでにインターネット上で出合っているかもしれない同和問題を正し

く理解し、行動できる生徒の育成をめざし、実践を積み重ねている。 

 令和５年度は、令和４年度の研究をさらに発展させ、人権教育の推進を図るととも

に、研究成果を研究発表会等で広く普及することで、県内人権教育の一層の充実及び発

展が期待できるため、貞光中学校を指定することが最適であると考える。 

 



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  
 

①子供 ○ 

②女性 ○ 

③高齢者 ○ 

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々 ○ 

⑦外国人 ○ 

➇-１HIV 感染者等 ○ 

➇-２ハンセン病患者等 ○ 

⑨刑を終えて出所した人 ○ 

⑩犯罪被害者等 ○ 

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等 ○ 

⑬性的指向、性自認 ○ 

⑭ その他（災害時における人権問題） ○ 

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

人権学習で学んだことを自分自身の問題と捉えさせることにより、自分や周りの人の

人権を大切にできる実践力が育つと考える。 

また、つるぎ町の抱える問題を SDGs の視点から考えると、多くの共通点があり、生

徒への生活アンケートの結果からは、自尊感情が低く、自分に自信がもてない生徒が多

いことが明らかになっている。 

そこで、次の３点を柱として研究を進めることとした。 

 ①体験的な学習を重視した人権学習の研究 

 ②SDGs の視点からの人権学習の推進 

 ③人権が尊重される環境づくり 

○実施方法 

① 体験的な学習を重視した人権学習の研究 

 ・人権問題の当事者と直接またはオンラインを通して出会う機会を設定することによ

り、差別の不当性を理解し、人権問題を自分の問題と捉え差別をなくしていこうとする

意欲を高め、行動に結び付けることができる実践的な人権教育を進めた。主に学年ごと

に人権講演会を設定し、その内容をもとに学習を深め、生徒の書いた感想を保護者に読

んでもらい、それについての感想を書いたものを保護者向けの新聞に掲載して共有を図

った。 

 ・１学年の「ジュニアボランティア寺子屋」の取組の中では、障がいがある人や高齢者

の気持ちに寄り添い、体験型学習活動を通して自分にできることを考えさせ、タブレッ

トを使用したまとめ学習を、学年・学級通信やホームページに公開した。高齢者施設の訪

問や、体験を行い、高齢者の立場に立って学習を深めることができた。 

 ・２学年の「防災学習」では、リモートによる被災体験者の講演会を実施し、すべての

人の命を守る視点から災害時における人権問題について考えさせることにより、すべて

の人が大切にされるべき存在であることを確認させた。県立防災センターの訪問や地域

防災訓練で２年生がリーダーとなって活動することを通して、災害時に取るべき行動に

ついても考えを深めることができた。また、特別支援教育とインクルーシブ教育につい

てそれぞれの特徴や課題について学び、障がいのある人とどのように関わるのか考えを

深めることができた。 

 ・３学年では、結婚差別について当事者から体験を含めた講話を聞き、自分自身の生き

方について考えさせ、タブレットを使用してまとめ、校内人権講演会で発表したり、学

年・学級通信やホームページに公開したりした。識字学級生徒の交流で共有した「差別を

なくす仲間になる」という言葉を大切にしながら、結婚差別をはじめとした部落差別を



許さない気持ちを共有し、授業の中で生徒たち自身が抱えるつらさや悩みを告白し、周

りの級友からそれを支える発言を聞くことができた。 

② SDGs の視点から、「誰一人取り残さない」「すべての人々の人権を実現する」人権の

理念についての学習の研究 

 ・多様性を認め合い、自分の周りの人とつながり、自分の大切さとともに他の人の大切

さを認める態度を養った。障がい者・高齢者・性的マイノリティ・外国人などさまざまな

立場の人が生きやすい社会をめざして学びを重ねていった。 

 ・ジェンダーについて理解を深めた。 

 ・LGBTQ+についての学習を進めた。全校で、LGBTQ+についての講演会を開き、そ

の中で当事者の方から直接思いを聞き、理解を深めることができた。来年度は男女混合

名簿に変更したり、女子の制服にスラックスを選択肢として加えたりなど、すべての生

徒が過ごしやすい学校をめざして取り組んでいった。 

 ・不平等や差別をなくし、平和な世界を実現するための実践力を養った。 

 ・つるぎ町で生活している自分たちの抱える問題について知り、その問題は SDGs の

掲げる 17 の国際目標と重なる部分が多く、自分の身近な問題であるということに気付か

せた。人口減少や高齢化・外国人労働者の増加による多様化など身近な問題として考え

ることができた。 

 ・世界が抱える問題と自分が抱える問題が共通していることから、世界と自分とのつ

ながりを実感させた。イタリアとのオンライン会議を通じて、障がいのある生徒との関

わり方など、国を超えて課題を共有し、解決に向けて考えることができた。 

 ・総合的な学習の時間における「職業体験」の際に、SDGs に対する理解を深めるとと

もに、「ビジネスと人権」の視点とも関連付け、キャリア教育と人権教育を結び付けた。 

③ 人権が尊重される環境づくりの研究 

 ・教室環境、掲示物など、人権に配慮した環境づくりを進めた。 

 ・ICT を効果的に活用した学習を進めた。１人１台端末を活用して意見を共有したり、

アンケートを行ったりなど、活用の幅を広げることができた。 

 ・教職員間で人権教育に関する情報、人権学習の取組についての情報交換を密に行っ

た。 

 ・教職員の人権意識を高め、人権学習の指導力を向上させる効果的な研修を進めた。 

 ・学校独自の各種表彰などで、生徒の活躍を賞賛し、自尊感情を向上させた。 

 ・朝の清掃ボランティアや各委員会活動・係活動などで、成就感や自己有用感をもたせ

た。 

 ・常に教職員がポジティブ行動支援（PBS）を意識して指導にあたり、望ましい行動に

対する賞賛や承認を通して、主体的に適切な行動ができる力を身に付けさせた。今後も

授業や様々な活動の中で、PBS を意識した取組を続けていく。 

 ・保護者への啓発として「人権フォーラム新聞」を配布することで、生徒の学びを保護



者と共有し、家庭内で学びを深めた。保護者の理解を得るとともに、生徒の知識や人権に

ついての考えを深めることができた。 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

学校評価アンケート、全国学力学習状況調査（質問紙）、Q-U テスト、単元前後のアン

ケート(測定指標)の実施結果から生徒の意識の変容を検証し、自尊感情、自己有用感、人

権意識、人権感覚などについて評価を行った。特に、自尊感情、自己有用感について当初

は低い傾向が見られたが、取組により向上が見られた。 

・「生活記録」の日記や、人権学習のワークシート、学習時の発表の状況、人権講演会

の感想文、学校生活の様子などから、生徒の考えや態度の変容を検証した。教師と生

徒・生徒同士の信頼関係が深まり、自分自身のことについて授業の中で語る生徒もお

り、その発言を支える他の生徒の発言が続き、仲間としてのつながりの深まりを確認

することができた。 

・研究授業後の授業研究会で教職員相互の授業評価を積極的に行い、授業改善につな

げた。教職員も自己研鑽を重ね、当校の成果を上げた。 

・事業実施による成果、課題、取組の様子、生徒の感想などを学年通信、ホームページ

などから保護者や地域へ発信し、啓発した。 

・学校の人権学習で学んだことを、生徒自ら家族に伝え、保護者が人権について考える

機会を設けた。人権フォーラム新聞の取組の中で、保護者が人権感覚を高めることが

でき、それが生徒のさらなる成⾧につながった。 

 

  



５．人権教育に係る年間指導計画





 
  



  



 

  



  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 

  



○関連資料 









 


